
第１８号議案 

 

蒲郡市民体育センターの設置及び管理に関する条例の一部改正について 

 

蒲郡市民体育センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を、次

のように制定するものとする。 

 

令和７年２月２６日提出 

 

蒲郡市長  鈴 木 寿 明 

 

蒲郡市民体育センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

 

別紙のとおり 

 

提案理由 

冷暖房設備に係る設備器具使用料の改定を行うため提案する。 



 



蒲郡市民体育センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

 

蒲郡市民体育センターの設置及び管理に関する条例（昭和５５年蒲郡市条例第２

４号）の一部を次のように改正する。 
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                        」  
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                          を 

                            

                               

                              

       

                          

                         

                          に改め、同表備考を次の 

 

                                   

                        」 

ように改める。 

認定団体利用 １時間 ４，５００ 

認定団体利用

以外の利用 

１時間 ９，０００ 

冷暖房設備  

 

 

冷暖房設備  

 

別表第２設備器具使用料の表中「名称」を「区分」に、 

 １時間 ９，０００ 

 

を 

に、 

  １日 １００脚以上

５００脚未満 

 ５，０００ 

  １日 ５００脚以上

１，０００脚未満 

１０，０００ 

  １日 １，０００脚

以上 

１５，０００ 

 

折りたたみ椅子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １００脚以上

５００脚未満 

１日  ５，０００ 

 ５００脚以上

１，０００脚

未満 

１日 １０，０００ 

 １，０００脚

以上 

１日 １５，０００ 

折りたたみ椅子 

 

 

 

 

 

 

 

」 



備考 

１ この表において、「認定団体利用」とは、市民の健康と体力の向上に寄与す

る団体として市長が規則で定める団体が、当該団体の活動目的に沿った活動

で利用することをいう。 

２ フロアシートを競技場の一部に敷く場合の使用料は、当該使用料の額に利

用面積の競技場面積に対する割合を乗じて得た額（その額に１００円未満の

端数を生じたときは、これを切り捨てた額）とする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の

日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の日前に同日以後の利用について許可を受けた者からは、改正

前の蒲郡市民体育センターの設置及び管理に関する条例の規定にかかわらず、同

日前においても当該利用に係る改正後の蒲郡市民体育センターの設置及び管理に

関する条例に定める額の使用料を徴収することができる。 


